
【
事
例
①
】

車
の
買
い
替
え
で
60
万
円
の
ロ
ー
ン
を
組
み
た

い
。
実
は
５
年
前
、
サ
ラ
金
７
社
・
約
４
０
０
万

円
の
借
入
金
が
返
済
で
き
ず
自
己
破
産
し
た
。
こ

の
こ
と
が
信
用
情
報
に
載
っ
て
い
れ
ば
、
ロ
ー
ン

が
組
め
な
い
の
で
は
な
い
か
。
何
年
経
て
ば
信
用

情
報
は
消
え
る
の
か
。

以
前
、
自
宅
に
「
簡
単
、
融
資
し
ま
す
…
」
と

い
う
内
容
の
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
（
Ｄ
Ｍ
）
が
来

た
が
、
そ
こ
な
ら
貸
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。

サ
ラ
金
に
限
ら
ず
自
己
破
産
す
る
と
官
報
に
掲
載

さ
れ
る
。
そ
の
情
報
は
各
信
用
情
報
機
関
で
も
「
官

報
掲
載
情
報
」
と
し
て
管
理
さ
れ
、
７
年
間
は
保
有

さ
れ
る
。
現
状
で
は
、
自
己
破
産
し
た
場
合
７
年
間

は
新
た
な
借
入
れ
は
何
処
の
金
融
機
関
で
も
難
し

い
。
Ｄ
Ｍ
は
違
法
な
ヤ
ミ
金
融
業
者
か
ら
の
も
の
と

思
わ
れ
る
。
決
し
て
電
話
な
ど
し
な
い
こ
と
。
車
の

買
い
替
え
を
後
２
年
我
慢
し
た
ら
ど
う
か
。

な
お
、
信
用
情
報
は
本
人
が
「
信
用
情
報
開
示
申

請
」
を
行
い
、
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

何
処
か
ら
ど
の
位
借
り
て
い
る
か
、
何
時
、
幾

ら
借
り
て
、
幾
ら
返
し
て
、
金
利
は
ど
の
位
払
っ

た
か
な
ど
の
「
借
入
履
歴
」
を
含
む
「
個
人
信
用

情
報
」
を
取
れ
ば
、
そ
の
人
の
置
か
れ
て
い
る
正

確
な
状
況
は
一
目
瞭
然
。

「
信
用
情
報
開
示
申
込
書
」
は
、
本
人
が
申
請
し
、
窓
口

に
行
け
ば
当
日
、
郵
送
の
場
合
は
約
２
週
間
後
に
、「
本
人
限

定
受
取
郵
便
（
特
例
型
）」
で
受
取
れ
る
。
な
お
、
法
定
代
理

人
や
、
弁
護
士
な
ど
任
意
代
理
人
も
申
請
は
可
能
（
任
意
代

理
人
の
場
合
、
書
面
の
受
領
は
本
人
限
定
受
取
）。

●
サ
ラ
金
の
履
歴
は
「
Ｊ
Ｉ
Ｃ
（
ジ
ッ
ク
）
／

(

株)

日
本
情
報
セ
ン
タ
ー
」
へ
。
℡
０
１
２
０
―

４
４
１
―

４
８
１

●
銀
行
系
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
信
販
・
流
通
系
キ
ャ

ッ
シ
ン
グ
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
な
ど
の
履
歴
は
「(

株)

Ｃ
Ｉ
Ｃ
／
開
示
相
談
コ
ー
ナ
ー
」
℡
０
１
２
０
―

８
１
０
―

４
１
４
、
又
は
「
首
都
圏
開
示
相
談
室
」

℡
０
３
―

５
３
２
６
―

８
９
２
１
へ
。

●
銀
行
ロ
ー
ン
や
銀
行
系
ク
レ
ジ
ッ
ト
の
履
歴

は
「
全
国
銀
行
個
人
信
用
情
報
セ
ン
タ
ー
」
へ
。

℡
０
１
２
０
―

５
４
０
―

５
５
８
、
携
帯
は
０
３
―

３
２
１
４
―

５
０
２
０

多
重
債
務
者
救
済
の
た
め
に
も
、
ま
ず
正
確

な
状
況
把
握
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
借
金
の

90
％
以
上
は
補
足
可
能
と
思
わ
れ
る
。

【
事
例
②
】

突
然
「
息
子
（
長
男
）
に
貸
し
た
金
を
返
せ
」

と
電
話
が
来
た
。
長
男
は
３
年
前
、
サ
ラ
金
の
借

金
が
も
と
で
自
己
破
産
し
て
い
る
。
今
は
立
ち
直

っ
て
夫
婦
と
子
供
の
四
人
家
族
で
地
道
に
暮
ら
し

て
い
る
は
ず
な
の
に
、
ま
た
借
り
た
の
か
と
愕
然

と
し
て
直
ぐ
に
長
男
に
電
話
し
た
。
「
金
利
も
ち

ゃ
ん
と
払
っ
た
の
だ
か
ら
借
金
は
も
う
な
い
。
二

度
と
借
り
な
い
か
ら
心
配
し
な
い
で
」
と
言
わ
れ

た
が
、
本
当
に
借
り
て
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

長
男
の
話
で
は
、
突
然
、
携
帯
に
「
２
万
円
貸

し
ま
す
」
と
メ
ー
ル
が
来
て
、
２
万
円
な
ら
返
せ

る
か
ら
と
思
い
ち
ょ
っ
と
借
り
て
期
日
迄
に
返
し

た
ら
、
今
度
は
倍
の
「
４
万
円
貸
し
ま
す
」
と
メ

ー
ル
が
来
た
。
４
万
円
を
借
り
て
ま
た
返
し
た
ら
、

更
に
「
手
数
料
４
万
円
払
え
」
と
言
わ
れ
、
冗
談

じ
ゃ
な
い
と
拒
否
し
た
と
い
う
。
自
己
破
産
し
た

た
め
も
う
サ
ラ
金
か
ら
借
り
ら
れ
な
い
こ
と
を
知

っ
て
い
て
押
し
付
け
貸
し
す
る
ヤ
ミ
金
融
だ
と
い

う
。
ま
た
電
話
が
来
た
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、

恐
ろ
し
い
。

ヤ
ミ
金
融
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行

為
。
違
法
な
行
為
に
よ
り
貸
出
し
た
も
の
に
対
し
て
、

返
還
を
請
求
す
る
権
利
は
な
い
。
本
来
は
借
り
た
分

も
返
済
の
必
要
は
な
い
。
既
に
支
払
っ
た
も
の
が
あ

れ
ば
返
還
請
求
も
出
来
る
が
、
０
９
０
ヤ
ミ
金
融
業

者
は
所
在
不
明
で
請
求
は
難
し
い
。
脅
し
は
、
専
門

の
弁
護
士
な
ど
に
依
頼
す
る
こ
と
で
無
く
な
る
。
ま

た
サ
ラ
金
か
ら
借
り
た
こ
と
が
原
因
で
心
配
な
ら
、、

長
男
に
「
信
用
情
報
開
示
請
求
」
を
す
る
よ
う
勧
め
、

履
歴
を
取
寄
せ
て
確
認
で
き
る
。

ヤ
ミ
金
融
救
済
セ
ン
タ
ー
と
弁
護
士
を
紹
介
。

ヤ
ミ
金
融
と
は
出
資
法
上
限
金
利
（
29
・
２
％

以
内
）
を
超
え
て
高
利
で
貸
出
す
違
法
業
者
を
指

す
が
、
各
都
道
府
県
の
貸
金
業
登
録
認
可
を
受
け

た
業
者
と
無
登
録
業
者
が
あ
る
。

自
己
破
産
者
や
多
重
債
務
者
の
名
簿
を
手
に
入

れ
、
電
話
や
ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
（
Ｄ
Ｍ
）
で
近
寄
っ
て
く

る
が
、
決
し
て
安
易
に
口
座
番
号
や
家
族
情
報
な
ど
教
え
な

い
こ
と
。
大
切
な
個
人
情
報
の
流
失
で
思
わ
ぬ
災
難
に
遭
う

こ
と
に
も
な
る
。

特
に
、
電
話
番
号
以
外
連
絡
先
や
所
在
が
掴
め
な
い
「
０

９
０
金
融
」
は
、
貸
出
金
額
が
１
〜
５
万
円
と
少
額
な
た
め

「
短
期
小
口
業
者
」
と
も
い
わ
れ
る
が
、
要
注
意
。

●
民
法
90
条
（
公
序
良
俗
違
反
）
公
の
秩
序
は
善
良
の
風

俗
に
反
す
る
事
項
を
目
的
と
す
る
法
律
行
為
は
無
効
と
す
る
。

●
民
法
７
０
８
条
（
不
法
原
因
給
付
）
不
法
の
原
因
の
た
め

給
付
を
な
し
た
る
者
は
、
そ
の
給
付
し
た
る
も
の
の
返
還
を

請
求
す
る
こ
と
を
得
ず
。
と
あ
り
、「
ヤ
ミ
金
融
業
者
と
の
契

約
は
契
約
そ
の
も
の
が
成
立
せ
ず
、
元
金
（
借
り
た
金
）
を

含
め
一
切
払
う
必
要
は
無
い
。
ま
た
、
ヤ
ミ
金
融
業
者
に
は

請
求
す
る
権
利
は
無
い
。」
と
な
っ
て
い
る
。

平
成
15
年
の
「
ヤ
ミ
金
対
策
法
」
の
施
行
で
罰
則
が
強
化

さ
れ
、
出
資
法
第
５
条
（
高
金
利
の
罰
則
）
第
２
項
及
び
第

３
項
や
第
８
条
（
そ
の
他
の
罰
則
）
に
よ
り
、「
貸
金
業
者
が
、

上
限
金
利
の
29
・
２
％
を
超
え
る
支
払
を
要
求
す
る
だ
け
で
、

５
年
以
下
の
懲
役
又
は
１，
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
（
併
科

も
可
）（
法
人
の
場
合
は
３，
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
）。
更

に
超
高
金
利
の
年
１
０
９
・
５
％
を
超
え
る
場
合
は
、
10
年

以
下
の
懲
役
又
は
３，
０
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
（
併
科
も
可
）

（
法
人
の
場
合
は
１
億
円
以
下
の
罰
金
）」
が
処
さ
れ
る
。
ヤ

ミ
金
に
限
ら
ず
、
本
人
以
外
の
家
族
な
ど
に
返
済
の
請
求
を

す
る
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
が
違
法
行
為
。
む
や
み
に
恐
れ
ず
、

警
察
に
電
話
し
被
害
届
を
出
す
な
ど
毅
然
と
対
処
す
る
こ
と

が
大
事
で
す
。

借
金
の
整
理
が
つ
く
と
肩
の
荷
が
お
り
た
気
が

し
て
ほ
っ
と
し
、
こ
れ
で
ひ
と
安
心
と
思
い
が
ち

で
す
が
、
実
は
そ
の
後
の
ケ
ア
が
一
番
大
切
な
の

で
す
。
家
族
の
温
か
い
見
守
り
が
必
要
で
す
。
家

計
簿
を
付
け
、
定
期
的
に
一
緒
に
家
計
チ
ェ
ッ
ク

を
し
、
健
全
な
生
活
習
慣
が
身
に
付
く
ま
で
根
気

よ
く
、
注
意
深
く
、
温
か
く
、
見
守
っ
て
あ
げ
ま

し
ょ
う
。

サ
ラ
金
や
ヤ
ミ
金
融
か
ら
の
誘
惑
に
打
ち
勝
つ

た
め
に
は
、
身
近
な

人
の
協
力
が
不
可
欠

で
す
。

そ
し
て
、
困
っ
た

と
き
は
、
く
ら
し
・

な
ん
で
も
相
談
ほ
っ

と
ダ
イ
ヤ
ル
を
ご
利

用
下
さ
い
。

℡
０
１
２
０
―

３
９
―

６
０
２
９
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も
し
あ
な
た
な
ら
ど
う
し
ま
す
？
違
法
な
ヤ
ミ
金
融
が
あ
な
た
の
身
近
な
所
に

ま
で
手
を
伸
ば
し
て
来
て
い
ま
す
。
今
号
も
、
平
日
相
談
と
し
て
相
談
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
が
対
処
し
た
事
例
を
紹
介
し
ま
す

明
る
く
健
康
的
な
テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
健
全
・
安
心
と
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ

て
し
ま
っ
た
サ
ラ
金
か
ら
の
安
易
な
借
入
れ
。
少
し
く
ら
い
大
丈
夫
の
繰
返
し
の

結
果
の
自
己
破
産
、
気
が
つ
く
と
縁
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
ヤ
ミ
金
融
業
者
か
ら

の
甘
い
融
資
の
誘
惑
が
…
。
ヤ
ミ
金
融
の
手
口
と
そ
の
対
処
方
法
を
考
え
ま
す
。

「
信
用
情
報
開
示
請
求
」

サ
ラ
金
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
キ
ャ
ッ
シ
ン
グ
等
の

履
歴
・
信
用
情
報
開
示
の
申
請
・
申
込
、問
合
せ
先

「
ヤ
ミ
金
融
」


